
令和６年度第２回 下関市農業委員会総会議事録 

日   時       令和６年５月１４日（火） 
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 令和６年度第２回総会 

（開始時刻９時３０分） 

 

事務局（足立事務局長） 

 それでは、ただいまから総会を始めさせていただきます。 

 本日の委員の出席状況でございますが、委員総数１８名のうち、本日出席の委

員は１７名、欠席委員は１名でございます。 

 したがいまして、出席委員数が在任委員数の過半数を超えておりますので、

「農業委員会等に関する法律第２７条第３項」の規定に基づき、本日の総会が、

「成立いたしますこと」をご報告申しあげます。 

 それでは、山田会長からご挨拶を賜りまして、そののち、「下関市農業委員会

総会会議規則第６条及び第７条」の規定に基づき、議長である会長の「開会の宣

告」ののち、お手元の総会次第に従いまして議事を進めさせていただきます。 

 それでは、会長、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

議長（山田会長） 

 （会長挨拶） 

 先ほど、事務局から報告がありましたように出席委員が過半数を超えていま

す。本日の総会は、成立いたしますので、「令和６年度第２回定例総会の開会」

を宣告します。 

 それでは、議事に入ります前に総会会議規則第１９条第２項の規定に基づき

まして私のほか２名の委員が署名することとなっておりますので、私の方から

指名させていただきます。 

本日の総会の議事録署名委員に、議席番号１０番、田上光義委員と、議席番号

１１番、河本隆一委員のご両名を指名させていただきます。どうかよろしくお願

いいたします。 

それでは、議事に入ります。日程第１「議案第１号 農地法施行に関する実施

細則の一部改正について」お諮りいたします。 

それでは、事務局の説明を求めます。 

 

事務局（佐々本事務局次長） 

それでは、ご説明いたします。以降、着座にてご説明いたします。 

総会議案書は、１ページで、議案第１号関係資料①、改正の新旧対照表と議案

第１号関係資料②、改正後の実施細則も合わせてご覧ください。 

なお、事前にお送りいたしました議案第１号関係資料②の７ページ以降の様
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式の文字が印刷の影響で薄く見づらい資料となっておりましたので、本日お配

りいたしました、訂正分をご覧ください。 

農地法施行に関する実施細則は、農地法の実施のため、農地法施行令及び農地

法施行規則に定めるもののほか、農業委員会の権限に係る事務について必要な

事項を定めたものでございます。 

提案理由は、議案書にも記載しておりますが、農地法に係る事務処理要領の一

部が、令和６年４月１日に改正されたことによるものでございます。 

主な改正内容は、前回の総会でも簡単にご説明いたしましたが、「農地法関係

事務処理要領」の一部が改正され、「資材置場等とする目的の恒久転用の許可を

行う場合の取扱いとその後の対応」として許可条件に、「工事の完了の報告があ

った日から３年間、６か月ごとに事業の実施状況を報告すること」が追加された

ことから、第９条第２項及び報告書の様式を追加するもので、様式は、本日お配

りいたしました、議案第１号関係資料③となります。 

また、第４条及び第５条の第２項に、第１２号、第１３号を追加し、一部の条

文等についても、修正等を行い、様式の番号を、条文どおりに並び替えをさせて

いただきました。 

以上でございます。 

 

議長（山田会長） 

事務局の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑がある方は、

挙手をされ、起立して議席番号及び氏名を述べられ、ご発言をお願いいたします。   

質疑は、ございませんか。 

 

ないようですので、質疑を打ち切り採決します。 

それでは、「議案第１号 農地法施行に関する実施細則の一部改正について」、

賛成の委員の挙手を求めます。 

 

全員挙手と認めます。よって本議案は、原案のとおり決しました。 

 

議長（山田会長） 

次に、日程第２「議案第２号 農地法第３条第１項の規定による許可について」

お諮りいたします。 

 それでは、事務局の説明を求めます。 
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事務局（佐々本事務局次長） 

 それでは、ご説明いたします。総会議案書２ページをお開きください。１番、

申請者、土地の所在等は、議案書に記載のとおりでございます。登記地目は、田

２筆で、合計面積は、１，３８３㎡、位置図は５、６ページ、公図は、７ページ

をご覧ください。申請地は、下関市役所王司支所から南西へ、約１．５ｋｍに位

置している、農業振興地域内白地の農地です。 

申請理由は、県外に居住しており、耕作及び管理が困難な譲渡人の要望に、隣

接地の土地所有者である譲受人が応じたものでございます。申請地は、譲受人の

自宅から     の距離に位置しており、譲受後は、ミカンの木を植え付ける

予定で、贈与による所有権の移転となっております。 

２ページに戻りまして、２番、申請者、土地の所在等は、議案書に記載のとお

りでございます。登記地目は、田１筆で、面積は、４８４㎡、位置図は８、９ペ

ージ、公図は、１０ページをご覧ください。申請地は、下関市役所王喜支所から

から北西へ、約７００ｍに位置している、農業振興地域内白地の農地です。 

申請理由は、譲受人が、隣接地の住宅の購入に併せ、申請地を取得し、農業を

始めるもので、高齢で耕作が困難となり、農業後継者もいない譲渡人が、譲受人

に要望に応じたものでございます。申請地は、譲受人の購入予定の自宅に隣接し

ており、譲受後は、白菜やキャベツ等の野菜を栽培する予定で、売買による所有

権の移転となっております。 

総会議案書３ページをお開きください。３番、申請者、土地の所在等は、議案

書に記載のとおりでございます。登記地目は、田５筆、畑１筆で、合計面積は、

８，７７３㎡、位置図は１１、１２ページ、公図は、１３ページをご覧ください。

申請地は、下関市役所豊田総合支所から北西へ約６．５ｋｍから６．６ｋｍに位

置している農地で、     と     は、農業振興地域内白地の農地で、

残りの４筆は、過去に農業公共投資の対象となった農地です。 

申請理由は、耕作が困難で、農業後継者もいない譲渡人の要望に、申請地の一

部を以前から耕作していた譲受人が応じ、今後は、自己所有地として農業の経営

を始めるものでございます。申請地は、譲受人の自宅から     の距離に位

置しており、譲受後は、水稲や人参等の野菜、花卉を栽培する予定で、売買によ

る所有権の移転となっております。 

３ページに戻りまして、４番、申請者、土地の所在等は、議案書に記載のとお

りでございます。登記地目は、田２筆、畑１筆で、合計面積は、１，９９４㎡、

位置図は１４、１５ページ、公図は、１６ページから１８ページをご覧ください。

申請地は、下関市役所菊川総合支所から北西へ、約３．２ｋｍに位置している、

農業振興地域内白地の農地です。 
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申請理由は、高齢で県外に居住し耕作が困難な譲渡人が、譲受人の要望に応じ

たものでございます。申請地は、譲受人の自宅から近く、譲受後は、豆類や芋類

等の野菜を栽培する予定で、贈与による所有権の移転となっております。 

総会議案書４ページをお開きください。５番、申請者、土地の所在等は、議案

書に記載のとおりでございます。登記地目は、田１０筆、畑２筆で、合計面積は、

１４，５６３㎡、位置図は１９ページから２２ページ、公図は、２３ページから

２８ページをご覧ください。申請地は、下関市役所豊田総合支所から南西へ、約

２．１ｋｍから２．２ｋｍに位置している農地で、     は、農業振興地域

内白地の農地、     は、農業振興地域内の農用地で、残りの１０筆は、過

去に農業公共投資の対象となった農地です。 

申請理由は、老齢で農業後継者もいない譲渡人の要望に、申請地の大部分を以

前から耕作していた譲受人が応じたものでございます。申請地は、譲受人の自宅

から     の距離に位置しており、軽トラックで通作し、譲受後は、水稲や

ブロッコリー、里芋等の野菜、柿を栽培する予定で、売買による所有権の移転と

なっております。 

各譲受人は農地を効率的に利用し、耕作に必要な労働力、農業用機械を所有し

ており、周辺農地の農業上の総合的な利用の確保に支障が生ずる恐れがないこ

とから、農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可基準を満たしていると

考えられます。 

以上でございます。 

 

議長（山田会長） 

事務局の説明が終わりましたので、質疑の前に担当委員からの現地調査結果

の報告をお願いいたします。 

なお、説明に当たりましては、個人情報保護の観点から直接個人名を使わず、

譲渡人、譲受人等の表現で報告をお願いします。 

それでは、１番及び２番の案件につきまして、議席番号３番、新久保克己委員、

報告をお願いいたします。 

 

新久保克己委員 

 議席番号３番、新久保です。１番及び２番の案件について、現地確認の結果を

報告いたします。２件とも、５月８日、農業委員２名、事務局職員２名で現地確

認を行いました。 

１番の申請地は、住宅に囲まれた一角で、確認時は、雑草が繁茂していました。 

申請内容は、県外に居住している譲渡人が管理は不可能なことから、隣接する農

地で耕作している譲受人に申し出たものです。贈与による権利移動です。譲受人
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は、営農に必要な農機具を保有しており、許可後は、畑地とし、みかんを栽培す

る計画です。 

２番の申請地は、確認時、みかんや梅の木のほか雑木が繁茂していました。申 

請内容は先ほどの事務局の説明どおりで、市外に居住している譲受人は、申請地

に隣接する住宅を購入することに併せて営農を行う計画に、高齢で耕作が困難

となった譲渡人が要望に応じたものです。売買による権利移動です。譲受人は、

営農に必要な農機具を保有し、許可後は果樹の作付けの他、畑地に転換し白菜、

キャベツなどの野菜を栽培する計画です。 

２件とも問題ないと思います。ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

議長（山田会長） 

続きまして、３番の案件につきまして、議席番号１４番、山田が報告いたしま

す。 

 

山田正信委員 

 議席番号１４番、山田です。３番の案件について現地確認の結果を報告いたし

ます。５月７日に農業委員２名と事務局職員１名で現地を調査いたしました。 

申請内容は、事務局から説明のあったとおりです。施設に入所し、農地の管理

が困難で後継者もいない譲渡人が田舎住まいの移住を望んでいた譲受人に売買

による権利の移動を要望したものです。譲受人は、営農経験は未熟ですが地元農

家の協力や指導により意欲的に取り組まれており、十分な管理がされておりま

した。人口減少や高齢化が進む地域において活力になることを大いに望んでい

ます。 

ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

議長（山田会長） 

続きまして、４番の案件につきまして、議席番号１２番、坂田謙祐委員、報告

をお願いいたします。 

 

坂田謙祐委員 

 議席番号１２番、坂田です。４番の案件につきまして、現地確認の結果を報告

いたします。５月８日に農業委員２名と事務局職員１名で現地確認を行いまし

た。 

 申請地は、昨年、農地付きの空き家を探して移住された方が、その時は、数筆

の農地がありましたが１筆だけを取得をされ、今後さらに耕作をされるという

ことで、このたび残り３筆の取得をするということで申請がありました。現地は、
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昨年取得された農地については、畑とし、野菜などを栽培されていました。今回

取得する農地は、数年耕作されていないため地面が固くなっており大変かと思

いますが、機械を購入して耕作されるとのことで、また活用されるものと思われ

ます。販路については、インターネットでの販売や直販等をされるということで、

特に問題はないと思います。 

ご審議の程よろしくお願いします。 

 

議長（山田会長） 

続きまして、５番の案件につきまして、議席番号１５番、藤本康洋委員、報告

をお願いいたします。 

 

藤本康洋委員 

 議席番号１５番、藤本です。５番の案件につきまして、現地確認の結果を報告

いたします。５月７日に農業委員２名、事務局職員１名で現地の確認を行いまし

た。詳細については、事務局から報告のあったとおりです。 

 譲受人は、数年前より今回譲り受ける農地の一部を借り受けて耕作しており、

現地確認時もすでに今年の田植えに向けて準備がされておりました。譲受人の

居住地が離れておりますが、譲受人は耕作地の近くに位置する譲渡人の実家も

購入しておられ、農作業時の拠点とされ、そこに必要と思われる農業機械も所有

されており、耕作に支障はないと思われます。 

 現地確認時の状況からも、今後も農地を有効活用して耕作してもらえると思

いますので、問題ないと思われます。 

ご審議の程よろしくお願いします。 

 

議長（山田会長） 

事務局及び担当委員の説明報告が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑は、ございませんか。 

 

ないようですので、質疑を打ち切り採決します。 

それでは、「議案第２号 農地法第３条第１項の規定による許可について」、原

案のとおり「許可」とすることに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

全員挙手と認めます。よって、原案のとおり「許可」とすることと決しました。 

 

議長（山田会長） 

次に日程第３「議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可について」
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お諮りします。 

それでは、事務局の説明を求めます。 

 

事務局（佐々本事務局次長） 

ご説明いたします。総会議案書２９ページをお開きください。１番、申請者、 

土地の所在等は、議案書に記載のとおりでございます。位置図は、３０、３１ペ

ージ、公図は３２、３３ページ、土地利用計画図は３４ページをご覧ください。

申請地は、下関市役所豊浦総合支所から南東へ約１．４ｋｍに位置している、「第

３種農地」となります。 

該当条文は、議案書記載のとおりで、転用目的は、周辺住民の要望を受け、７

台分の駐車場を整備し、貸し出すものでございます。本案件には一体利用地が１

筆ございますが、土地所有者は承諾しており、計画面積は、土地利用計画からみ

て適当であると判断いたしました。また、申請地までは、個人所有等の公衆用道

路を通行いたしますが、半数以上の持分を所有している土地所有者からの承諾

書が提出されており、貸駐車場の整備を目的とした申請となっておりますので、

６台分の駐車場の借受申込書も提出されております。 

土砂の流出対策としては、申請地に隣接した農地が一部ございますが、申請地

内は、再生クラッシャラン仕上げし、法面は、芝張りで養生する計画となってお

ります。汚水の発生はなく、雨水のみ、農業用用排水路に放流されますが、流下

量に変化はないことから、周辺農地の営農には支障ないと判断しました。 

本件は、「第３種農地」であるため、許可基準を満たしていると考えられます。 

以上でございます。 

 

議長（山田会長） 

事務局の説明が終わりましたので、質疑の前に担当委員からの現地調査結果

の報告をお願いいたします。 

それでは、議席番号９番、石田安男委員、報告をお願いいたします。 

 

石田安男委員 

 議席番号９番、石田です。１番の案件について、現地確認の結果を報告いたし

ます。５月７日に農業委員２名と事務局職員２名で現地確認を行いました。 

 申請地は、川棚温泉西側の住宅地の端の団地にあたり、周辺住民の要望を受け、

貸駐車場を計画したものです。団地の奥側になるため、出入りする公衆用道路は

所有者が８戸の持分になっていて、通行承諾書も取ってあり、また、６台分の駐
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車場の借受申込書もそろっています。一体利用地の１１．１７㎡は宅地です。排

水計画は、汚水はなく、雨水は自然流下で農業用用排水路へ放流となっています。 

 他に候補地はなく、周辺の営農に影響はなく、第３種農地でありやむを得ない

と思われます。 

 ご審議の程よろしくお願いします。 

 

議長（山田会長） 

 事務局及び担当委員の説明報告が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑は、ございませんか。 

 

ないようですので、質疑を打ち切り採決します。 

それでは、「議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可について」、「許

可」とすることに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

全員挙手と認めます。よって、原案のとおり「許可」とすることと決しました。 

 

議長（山田会長） 

次に日程第４「議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可について」

お諮りします。 

それでは、事務局の説明を求めます。 

 

事務局（佐々本事務局次長） 

ご説明いたします。総会議案書３５ページをお開きください。１番、申請者、 

土地の所在等は、議案書に記載のとおりでございます。登記地目は、田３筆、畑

１筆で、合計面積は、１，８８７㎡、位置図は３６、３７ページ、公図は、３８

ページ、土地利用計画図は３９ページをご覧ください。申請地は、過去に農業公

共投資の対象となっていない小集団の農地で、「第２種農地」となります。 

転用目的は、資材置場及び駐車場の整備で、申請理由につきましては、既存の

資材置場が手狭になったことから、新たな用地を探していたところ、申請地は、

計画に必要な面積も確保でき、管理もしやすく、車両の出入りも容易で、利便性

が高いことからこの度の計画に至ったもので、耕作及び管理が困難な譲渡人が

譲受人の要望に応じたものでございます。売買による所有権の移転となってお

ります。本件には、一体利用地が２筆ございますが、譲渡人の所有地で、土地所

有者として承諾しており、計画面積は、土地利用計画からみて適当であると判断



9 

 

いたしました。 

土砂の流出対策としては、申請地に隣接した農地が一部ございますが、既存の

法面で分断しております。汚水の発生はなく、雨水のみ、道路側溝又は隣接地に

放流されますが、土地所有者は承諾しており、周辺農地の営農には支障ないと判

断しました。 

なお、本案件は、無断転用案件で、平成２５年４月から、農地法の許可なく資

材置場として利用されていたことから、下関市農業委員会会長あてに、始末書が

提出されております。 

本件は、「他に適当な土地がないため」、許可基準を満たしており、工事の完了

の報告があった日から３年間、６か月ごとに事業の実施状況を報告すること」と

いう条件を付して許可することとし、事業の実施状況報告書が提出された場合

には、農業委員と事務局職員又は事務局職員で、現地確認を行い、総会にて報告

することといたします。 

以上でございます。 

 

議長（山田会長） 

事務局の説明が終わりましたので、質疑の前に、担当委員からの現地調査結果

の報告をお願いいたします。 

それでは、議席番号１番、阪田実委員、報告をお願いいたします。 

 

阪田実委員 

 議席番号１番、阪田です。現地確認の結果を報告いたします。５月７日に、農

業委員２名、事務局職員２名で現地確認を行いました。 

 現地は、平成２５年４月から無断転用という形で利用されており、始末書が出

されております。許可については、ご審議いただきたいと思いますが、私が一つ

言いたいのは、始末書一つで済ませる農業委員会はいかがなものかと思います。 

 農地法を知らなかったから無断転用してしまったということが多いですが、

こういった縛りがあることを知らない農家の方は多いと思います。農業委員会

は、相続の手続きの際にチラシは配っていると思いますが、農協は「農協だより」

を毎月配っています。１年に１回でもいいので、その中にチラシを入れて全農家

に農地法について知らせるなどやってもらいたいと思います。農地法を知らな

かったから仕方ないではなく、農業委員会はそういう周知の活動をしてもらい

たいと思います。以上です。 
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議長（山田会長） 

 阪田実委員からご意見がありました。事務局は回答をお願いします。 

 

事務局（足立事務局長） 

 大変貴重なご意見をいただきました。日々、業務を行う中でもそういうお声を

いただいておりますので、できる限り検討していきたいと考えております。 

 

議長（山田会長） 

事務局及び担当委員の説明報告が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑は、ございませんか。 

 

ないようですので、質疑を打ち切り採決します。 

それでは、「議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可について」、

「許可」とすることに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

全員挙手と認めます。よって、原案のとおり「許可」とすることと決しました。 

 

議長（山田会長） 

次に日程第５「議案第５号 現況確認について」お諮りします。 

それでは、事務局の説明を求めます。 

 

事務局（佐々本事務局次長） 

説明の前に、タブレット端末を起動していただき、事前にメールにてお送りし

ております、１番の現地調査時の写真をお開きください。 

それでは、ご説明いたします。総会議案書は、４０ページでございます。１番、

申請者、土地の所在等は、議案書に記載のとおりでございます。登記地目は、田

１筆、面積は、１，２２７㎡、申請地の位置図は、４１、４２ページ、公図は、

４３、４４ページをご覧ください。申請地は、下関市役所清末支所から北西へ、

約５００ｍに位置する土地でございます。 

令和６年５月８日に、農業委員２名、最適化推進委員１名と事務局職員２名で

現地調査を行い、現地調査時の写真のとおり申請地は山林化しておりましたの

で、現況確認書交付事務取扱要領第５条第３号アに該当し、「非農地」との判断

になっております。 

２番の現地調査時の写真をお開きください。 
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それでは、ご説明いたします。総会議案書は、４０ページでございます。２番、

申請者、土地の所在等は、議案書に記載のとおりでございます。登記地目は、畑

２筆、合計面積は、１，２８８㎡、申請地の位置図は、４５、４６ページ、公図

は、４７ページをご覧ください。申請地は、下関市役所勝山支所から南東へ、約

１．１ｋｍに位置する土地でございます。 

令和６年５月７日に、農業委員２名、最適化推進委員１名と事務局職員２名で

現地調査を行いました結果、議案書記載のとおりでございました。 

現地調査時の写真をご覧ください。    でございますが、撮影方向③のと

おり山林化しており、撮影方向①②のとおり灌木が確認できました。割合では、

申請地の約５０％程度が山林化した状態でございましたので、現況確認書交付

事務取扱要領第５条第３号イに該当し、「非農地」との判断になっております。 

また、    は山林化しておりましたので、現況確認書交付事務取扱要領第５

条第３号アに該当し、「非農地」との判断になっております。 

以上でございます。 

 
議長（山田会長） 

事務局の説明が終わりましたので、質疑の前に地区委員からの現地調査結果

の報告をお願いいたします。 

それでは、１番の案件につきまして、議席番号３番、新久保克己委員、報告を

お願いいたします。 

 

新久保克己委員 

議席番号３番、新久保です。１番の案件について現地調査の結果を報告します。

５月８日に農業委員２名、最適化推進委員１名と事務局職員２名で現地調査を

行いました。 

申請地は、中国自動車道に面した所で、３０年以上耕作しておらず竹や雑木が

繁茂し、すでに山林化した状態でありました。これを農地に復旧することは困難

と判断し、「非農地」と判定しました。 

ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

議長（山田会長） 

続きまして、２番の案件につきまして、議席番号１番、阪田実委員、報告をお

願いいたします。 
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阪田実委員 

議席番号１番、阪田です。２番の案件について現地調査の結果を報告します。

５月７日、農業委員２名、最適化推進委員１名と事務局職員２名で現地調査を行

いました。 

現地は５０年以上耕作されていなかったということで、ほとんど山林化して

いるような状態でした。そういう状況でしたので、「非農地」との判定をいたし

ました。 

ご審議の程、よろしくお願いします。 

 

議長（山田会長） 

事務局及び担当委員の説明報告が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑はございませんか。 

 

ないようですので、質疑を打ち切り採決します。 

「議案第５号 現況確認について」、全て「非農地」とすることに賛成の委員の

挙手を求めます。 

 

全員挙手と認めます。 

よって本議案は、原案のとおり決しました。 

 

議長（山田会長） 

次に、日程第６「議案第６号 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法

律（令和４年法律第５６号）附則第５条により改正前の農業経営基盤強化促進法

第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画の決定について」お諮りしま

す。 

それでは、事務局の説明を求めます。 

 

事務局（佐々本事務局次長） 

 ご説明いたします。 

総会議案書４８ページをお開きください。１番、この案件は、令和６年５月 

２０日公告予定分に係る決定でございます。 

詳細につきましては、４９、５０ページの「１．農用地利用集積計画一覧表（令

和６年５月２０日公告予定分）」をご覧ください。 

別紙「議案第６号関係資料①」の１ページから３ページに、地区別の利用権設

定面積の一覧表、田畑の新規更新別の一覧表、期間別の一覧表をお示ししており

ます。 
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４８ページに戻りまして、２番、この案件は、令和６年５月３１日公告予定分

に係る決定でございます。 

詳細につきましては、５１ページから６３ページの「２．農用地利用集積計画

一覧表（令和６年５月３１日公告予定分）」をご覧ください。 

別紙「議案第６号関係資料②」の１ページから３ページに、地区別の利用権設

定面積の一覧表、田畑の新規更新別の一覧表、期間別の一覧表をお示ししており

ます。 

いずれの案件も、計画内容は、「下関市農業経営基盤強化の促進に関する基本

的な構想」に適合し、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律附則第５

条により改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たして

いると考えられます。 

以上でございます。 

 

議長（山田会長） 

事務局の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑は、ござい

ませんか。 

 

ないようですので、質疑を打ち切り採決します。 

それでは、「議案第５号 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律

（令和４年法律第５６号）附則第５条により改正前の農業経営基盤強化促進法

第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画の決定について」賛成委員の

挙手を求めます。 

 

全員挙手と認めます。 

よって本議案については、原案のとおり決定しましたので、その旨を下関市長

へ通知することといたします。 

 

議長（山田会長） 

それでは、次に日程第７「議案第７号 農地中間管理事業の推進に関する法律

第１８条第１項の規定による農用地利用集積等促進計画（配分）に係る意見決定

について」お諮りします。 

なお、農業委員会等に関する法律第３１条「議事参与の制限」に、議席番号  

●番      委員が該当していますので、退席をお願いいたします。 

 

（委員 退席） 
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それでは、事務局の説明を求めます。 

 

事務局（佐々本事務局次長） 

ご説明いたします。 

総会議案書６４ページをお開きください。この案件は、農地中間管理機構が借

受けた農地を、公募した借受け希望農家に配分するにあたり、下関市長から農用

地利用集積等 促進計画（配分）に係る意見を求められたものでございます。 

１番、内容につきましては、６５、６６ページの「１．農用地利用集積等促進

計画（配分）（案）（下関区域分）」と、６７ページの「利用権の設定を受ける者

の経営状況（下関区域分）」をご覧ください。 

別紙「議案第７号関係資料」に地区別の配分に関する利用集積等促進計画集計

表をお示ししております。 

いずれの案件も、農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第５項の各

要件を満たしていると考えられます。 

 以上でございます。 

 

議長（山田会長） 

事務局の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑は、ござい

ませんか。 

 

ないようですので、質疑を打ち切り採決します。 

それでは、「議案第７号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第１

項の規定による農用地利用配分計画に係る意見決定について」、原案のとおり

「意見なし」とすることに賛成委員の挙手を求めます。 

 

全員挙手と認めます。原案のとおり「意見なし」と決しましたので、その旨の

意見を付して下関市長に送付いたします。 

 それでは、     委員は着席をお願いいたします。 

 

（委員 着席） 

  

議長（山田会長） 

次に、日程第８「下関市農業委員会会長専決規程の一部改正について」お諮り

いたします。 

それでは、事務局の説明を求めます。 
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事務局（佐々本事務局次長） 

ご説明いたします。 

総会議案書は、６８ページで、議案第８号関係資料①、改正の新旧対照表と議

案第８号関係資料②、改正後の規程も合わせてご覧ください。 

下関市農業委員会会長専決規程は、農業委員会の権限に属する事務の円滑な

執行を図るため、会長の専決について必要な事項を定めたものでございます。 

 提案理由は、第１に、昨年度の農地法の一部改正による、市街化区域内にある

農地の転用届出等に係る号ずれを正すものでございます。 

 第２に、下関市事務決裁規程の一部改正によるもので、事務局長の旅行命令等

に関すること、服務に関することでございます。 

 第３に、以前より下関市農業委員会規程第５条の規定により会長専決にて処

理していたものを、条文化いたしました。 

第４に、全ての条文等について精査し、条文の追加、訂正し、一部の条文等に

ついては、削除いたしました。 

以上でございます。 

 

議長（山田会長） 

事務局の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑は、ござい

ませんか。 

 

ないようですので、質疑を打ち切り採決します。 

それでは、「下関市農業委員会会長専決規程の一部改正について」、賛成の委員

の挙手を求めます。 

 

全員挙手と認めます。よって本議案は、原案のとおり決しました。 

 

議長（山田会長） 

次に、日程第９「議案第９号 農業委員会等に関する法律第３７条の規定によ

る情報の公表について」お諮りします。 

それでは、事務局の説明を求めます。 

 

事務局（佐々本事務局次長） 

ご説明いたします。 

総会議案書は、６９ページでございますが、お手元に配布しております議案第

９号関係資料に基づき、説明をさせていただきます。 
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農業委員会等に関する法律第３７条において、農地等の利用の最適化の推進

の状況その他農業委員会における事務の実施状況について公表をするよう規定

されております。事務の実施状況につきましては、令和５年３月９日付け４経営

第２７８４号農林水産省経営局農地政策課長通知「農業委員会による最適化活

動の推進についての一部改正について」により様式が示されております。 

令和５年度の実施状況につきまして、別紙様式４「令和５年度最適化活動の目

標及び目標に対する点検・評価」、別紙様式５「令和５年度農業委員会の農地利

用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表」、別紙様式６「令和５年

度の事務の実施状況」に整理いたしましたので、今回の総会で承認をいただきま

したら、市のホームページにて公表するとともに、国、県等関係機関に報告をい

たします。 

 内容につきまして、様式４及び様式６は、様式５を転記したものですので、

様式５によりご説明いたします。 

１枚めくっていただき、様式５の１ページ目をご覧ください。 

各項目の「現状及び課題」、「目標数値」は、令和４年度第１２回総会にて「令

和５年度最適化活動の目標の設定等」でご承認いただいたものです。１「農業委

員会の状況」として、本市の「農業委員会の現在の体制」及び「農家、農地等の

概要」を記載しております。「１ 農業委員会の現在の体制」は記載のとおりでご

ざいます。「２ 農家、農地等の概要」について、経営体数及び農業者数は、直近

の「農林業センサス」によるもの、耕地面積は、「耕地及び作付面積統計」によ

るものでございます。 

続きまして２ページ目「Ⅱ最適化活動の実施状況」をご覧ください。 

「１ 最適化活動の成果目標 （１）農地の集積」の「①現状及び課題、②目

標」は、記載のとおりでございます。「③実績」は、令和５年度の新規集積面積

は７２ｈａで、累計集積面積は２，５０８ｈａ、達成状況は８６．１％でござい

ました。「（２）遊休農地の発生防止・解消」の「①現状及び課題、②目標」は、

記載のとおりでございます。 

３ページ目に移りまして、「③実績」は、令和５年度の解消実績面積は０．３ 

ｈａで、達成状況は１６．４％でございました。④その他 は、農地の利用状況・

利用意向に関する調査状況を記載しております。「（３）新規参入の促進」の「①

現状及び課題、②目標」は記載のとおりでございます。４ページ目をご覧くださ

い。「③実績」は、新規参入者への貸付等につきましては、５９．０ｈａで達成

状況は、１０１．２％です。 

続きまして、「２最適化活動の活動目標」の「（１）推進委員等が最適化活動を

行う日数目標」、「（２）活動強化月間の設定」につきましては、記載のとおりで

ございます。「②実績」は、各委員にご協力いただいたものを記載しております。 
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５ページ目をお願いします。「（３）新規参入相談会への参加」の「②実績」に

つきましては、記載のとおりで、オンラインでの参加でございました。 

次に「推進委員等の点検・評価結果」です。 

委員各員の活動について、国の運用通知等に基づいて集計を行った結果を記

載しております。 

最後に、６ページ目「Ⅲ 事務の実施状況」ですが、「１ 総会、部会の開催

実績」「２ 農地法第３条に基づく許可事務」、「３ 農地転用に関する事務（意

見を付して知事への送付）」、「４ 違反転用への対応」の各項目における令和５

年度の実施状況を記載しております。 

以上でございます。 

 

議長（山田会長） 

事務局の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑は、ござい

ませんか。 

 

新久保克己委員 

議席番号３番、新久保です。１番の農業委員数のところで、定数が１８人、実

数が１８人となっていますが、その下の「認定農業者」などとあるのは内訳です

か。 

 

事務局（足立事務局長） 

ご説明いたします。内訳ではなく、それぞれの項目に該当する方の人数となっ

ておりますので、２つの項目に該当している方もおられます。 

以上でございます。 

 

議長（山田会長） 

 他に質疑はございませんか。 

 

ないようですので、質疑を打ち切り採決します。 

それでは、「議案第９号 農業委員会等に関する法律第３７条の規定による情

報の公表について」、賛成の委員の挙手を求めます。 

 

全員挙手と認めます。よって本議案は、原案のとおり決しました。 

 

以上で、審議事項はすべて終わりました。 
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議長（山田会長） 

次に、日程第１０「報告第１号」から、日程第２０「報告第１１号」までを一

括して、事務局より報告を求めます。 

 

事務局（藤山事務局長補佐） 

 ご報告いたします。以降、着座にてご説明いたします。 

総会報告書１から４ページ、報告第１号「農地法第３条の３第１項の規定によ

る届出について」は、１５件ございました。 

５ページ、報告第２号「農地法第４条第１項第７号の規定による転用届出につ

いて」は、１件ございました。内容につきましては、記載のとおりでございます。

書類等そろっておりましたので、専決により、受理通知書を交付いたしました。 

６から１１ページ、報告第３号「農地法第５条第１項による許可案件の事業計

画変更の承認について」は、１件ございました。簡易な事項についての処理に関

することにより専決により承認いたしました。 

１２、１３ページ、報告第４号「農地法第５条第１項第６号の規定による転用

届出について」は、５件ございました。内容につきましては、記載のとおりでご

ざいます。書類等そろっておりましたので、専決により、受理通知書を交付いた

しました。 

１４ページ、報告第５号「農地法の規定による転用届出の撤回について」は、

１件ございました。 

１５から１７ページ、報告第６号、県営入野地区農村地域防災減災事業に係る

「土地改良法第３条第１項第２号の規定による参加申出」が、１３件ございまし

た。内容につきましては、記載のとおりでございます。 

該当土地改良区にも確認し、専決により、承認書を交付いたしました。 

１８から２１ページ、報告第７号「農地法第１８条第６項の規定による通知に

ついて」は、利用権で設定されていた賃貸借の合意解約が１５件ございました。

内容につきましては、記載のとおりでございます。 

２２ページ、報告第８号「農地の転用事実に関する証明について」は２件ござ

いました。内容につきましては、記載のとおりでございます。既に農業委員によ

る現地確認は終了しておりましたので、提出された書類にて農地以外である旨

が確認できましたので、証明証を交付いたしました。 

２３から２５ページ、報告第９号「農地法第５条第１項による許可案件の現地

確認の報告について」でございます。内容につきましては、記載のとおりでござ

います。 

２６から３４ページ、報告第１０号「令和５年度利用状況調査に係る農地法第

３５条第１項の規定に基づく農地中間管理機構への通知について」でございま



19 

 

す。内容につきましては、記載のとおりでございます。 

農地法第３２条の規定に基づいて令和５年度農地利用意向調査を行った結果、

農地の所有者から、農地中間管理機構を利用する旨の意思表示があったので、農

地法第３５条第１項の規定に基づいて、農地中間管理機構に通知するものです。 

一覧表の１番から１１１番は令和３年度に、１１２番から１８３番は令和４

年度において既に通知済みです。今回、１８４番から１９１番について通知しま

す。 

また、別紙報告第１０号関係資料で、利用意向調査結果についてお示ししてい

ます。 

３５ページ、報告第１１号「令和５年度第１０回総会議案書第７号の審議案件

の訂正について」でございます。内容につきましては、記載のとおりでございま

す。大変申し訳ございませんでした。 

以上、ご報告いたします。 

 

議長（山田会長） 

事務局の報告が終わりました。ただいまの報告第１号から第１１号につきま

して、ご意見、ご質問等ございませんか。 

 

有田孝義委員 

 議席番号１８番、有田です。報告第８号「農地の転用事実に関する証明につい

て」、令和５年４月４日現地調査、令和６年４月１１日付けで「農地転用事実の

証明証」を交付という内容について、もう少し説明をお願いします。 

 

議長（山田会長） 

 事務局は、説明をお願いします。 

 

事務局（岡本主任） 

 ご説明いたします。本案件は、地目変更のために法務局へ提出が必要な証明に

ついて、特定建築条件付き売買予定地として転用された譲受人の不動産建設会

社から申請があったものでございます。 

 農業委員会は、通常、開発許可の検査が終わった後に農業委員と事務局職員が

現地を見て、申請どおり造成が完成しているということをまず確認させていた

だきます。宅地の場合の事実証明が出るタイミングについて申し上げますと、ま

ず土地の売買契約が結ばれていること、その後に建物の請負契約が結ばれてい

ること、最後に建築確認済証が下りていること、この３つの資料を揃えて相手方

がこの農地転用事実証明願いを出されます。今回は過去に現地調査に行った案
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件について、証明書を交付したものでございます。 

 以上でございます。 

 

議長（山田会長） 

他に、ご質問等ございませんか。 

 

ないようですので、以上をもちまして「令和６年度第２回定例総会の閉会」を

宣告いたします。 

 

（終了時刻１０時４０分） 
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